
栃 ト 協 発 第 ３ ４ 号
平成２０年５月１５日

会 員 各 位

(社)栃木県トラック協会
会 長 関 谷 忠 泉

（公 印 省 略）

平成２０年度安全装置等導入促進助成金について

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は、当協会の運営に御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当協会では、事故防止の一環と致しまして、標記安全装置等導入に係わる費用

に対して一部助成を実施することになりました。
つきましては、下記条件により別紙要綱に基づき実施致しますのでご案内申し上げま

す。

記

１． 申請期間 平成２０年５月１５日（木）～平成２１年３月２日（月）
※但し、平成２０年３月１日(土)から平成２１年２月２８日(土)までに
装着及び支払いが完了しなければならない。

２． 助成金額 全ト協 １万円／台・栃ト協 １万円／台・合計２万円／台
※予算枠に達した時点で打ち切りになりますのでご了承願います。

３． 対象装置 要綱内の装置

４． 申請要領 別添様式栃Ｆ「安全装置等導入助成金交付請求書」に必要事項を記入
し、①請求書の写し（※リースの場合は、リース契約書の写し）②領
収書の写し③見積書の写し④装着証明書の写し⑤車検証の写しを添え
て申請する。

５． 注 意 ①会員所有の であること。県内営業ナンバーの車両

②助成金は、 に対して行う。新たに導入した装置



平成20年度安全装置等導入促進助成金交付要綱

社団法人 栃木県トラック協会

（目 的）
第１条 この要綱は、栃木県トラック協会（以下「栃ト協」という ）が行う、。

事業用トラックの交通事故ゼロを目指すため、危険予測効果があると思わ
れる、後方視野確認支援装置（以下「装置」という ）に対する助成金（以。
下「助成金」という ）の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円。
滑に事業を推進する事を目的とする。

（対象装置）
第２条 助成の対象となる装置は、次に掲げる機能を有する装置とする。

なお装置の装着にあたっては、道路運送車両法の保安基準に抵触しない
ことを条件とする。
① 後退時の後方視野が確保できること。
② 運行時（前進も含む）において後方視野が確保できること。
③ 概ねルームミラーの位置において後方視野が確保できること。

※ 助成事業対象装置は、別添、平成２０年度安全装置等導入促進助成事
業対象装置一覧のとおり。

※ 上記以外の装置で、別に定めた助成基準に適合する機器についても、
対象とする｡

（助成対象）
第３条 助成の対象は、装置の装着を行った会員事業者とする。

２ 会員事業者（以下「事業者」という ）は、助成金を申請する時点で栃。
ト協に加入している事業者を言う。
３ 但し、栃ト協会費等の未納がある事業者は、その限りではない。

（助成交付額）
第４条 交付する助成金額は、事業者が新たに装着した第２条及び第３条の要件

を満たした車両に対して１台あたり２万円とする。
２ 前項の取得価格には、消費税を含めない。

（助成金限度額）
第５条 事業者への助成金限度額は年次２９０万円（内全ト協１４０万円）

（助成金交付請求）
第６条 事業者は栃ト協に対して様式栃Ｆ「安全装置等導入助成金交付請求書」

により、助成金の交付を請求するものとする。

（助成金交付対象期間）
第７条 前条の助成金交付対象期間を平成２０年４月１日から平成２１年２月２

８日までとし、平成２０年３月以降、新たに導入した車両についても助成
対象とする。

２ 買い取り及びリースいずれについても事業者が平成２０年度に新たに導
入した装置については助成対象とする。



（助成金の交付）
。第８条 第７条の請求事業者に対し平成２１年３月末日までに助成金を交付する

（財産の処分制限）
第９条 事業者は、交付の対象となった装置が装着の日から起算して１年を経過

するまでの期間は 譲渡 交換 廃棄 他用途への転用 貸付又は担保 以、 、 、 、 、 （
下「処分」という ）に供してはならない。但し、あらかじめ栃ト協の承。
認を得た場合はこの限りではない。

（雑則）
第 条 栃ト協は、助成金の交付に関して必要な報告を求めることができる。10

（附則）
第１条 本交付要綱は平成１８年４月１日より適用する。

第２条 助成金の送付に係わる送金手数料は、事業者負担とする。



平成２０年度安全装置等導入促進助成事業対象装置一覧

平成20年4月22日現在

装置メーカー名 装置名称・型式

㈱日本ヴューテック

リアヴューモニター

「対象機種」

ＴＫＶ－Ｓ２０、ＴＫＶ－Ｓ２０Ｎ

ＴＫＶ－Ｓ３０<但し、TKV-S30(OD)は除く>(注3)､TKV-S30D､TKV-S30DF(注4)

ナイスヴューモニター

「対象機種」：ＶＷ－Ｓ１０、ＶＷ－Ｓ２０(注4)

市光工業㈱

セイフティビジョン

「対象型式」

ＳＴ－９００シリーズ、ＳＴ－８００シリーズ、ＳＴ－５００シリーズ

（但し、ST-900D、ST-900FL、ST-900FS、ST-800Dは除く）

㈱アトム技研

ＡＲＧＵＳ（Ａ）

「対象型式」：ＡＲＧＵＳ－０６０３ＡＴ

ＡＲＧＵＳ（Ｂ）

「対象型式」：ＡＲＧＵＳ－０６０５ＢＳ

㈱ワーテックス

ＢＡＣＫ　ＥＹＥ　ＳＹＳＴＥＭ

「対象型式」

ＸＬ－７０２（天吊り型）、ＸＬ－７０３（天吊り型）

ＴＳ７０６、ＴＭ７０６

クラリオン㈱

カメラ＆モニターシステム

【ルームミラー型の特定方法】

明細書の中に「ハイマウントモニター取付キット：

ＬＡＡ－０５７－１００」が含まれること。(注１)

三菱電機㈱

カービジョン　ルームミラー型モニター

「対象型式」

ＣＭ－５０００(注１)、ＣＭ－７２００(注２)

パナソニックカーエレクトロニクス㈱

車載用カラーカメラシステム

【ルームミラー型の特定方法】

明細書の中に「インナーミラー取付金具：

ＫＳ－６７０Ｗ－ＲＭ」が含まれること。(注１)

アールアンドピー㈱

ルームミラー取付タイプカラーバックカメラセット

「対象型式」

ＣＲ７０５００－Ｒ、ＣＲ７０５００－ＲＡ、ＣＲ７０５００－ＲＢ

ＣＲ７０２００－ＲＡ、ＣＲ７０７２０－ＲＢ

㈲アルファ・デポ
バックモニターシステム

「対象商品名」：ＡＰ－５０００Ｍ、ＰＨＯ－７２００

セイコーエスヤード㈱

テレサイトシステム

「対象型式」

ＴＬ１５Ｍ、ＴＬ１６ＭＲ、ＴＬ１６２３ＭＲ（注２）

ヤック㈱

バックモニターセット

「対象型式」

ＸＣ－Ｍ７ＳＳ､ＸＣ－Ｍ７ＳＭ､ＸＣ－Ｍ７ＳＬ､

ＸＣ－Ｍ７ＳＸ、ＸＣ－Ｍ７ＳＹ

(注１) 全ト協からクラリオン及び三菱電機、パナソニックカーエレクトロニクスには販売店より購入事業者に対し、装着明
細書を発行するように依頼済み。
なお、その他メーカーに対しても、ルームミラー型と特定できるように名称や型式を納品書等に明記するよう依頼済
み。

(注２) セイコーエスヤードは上記３型式以外に「特注対応品」があり、その場合は納品書の中に「インナーミラー取付金
具：ＫＳ－６７０Ｗ－ＲＭ」が含まれる。

(注３) ＴＫＶ－Ｓ３０(OD)はオンダッシュ方式のため対象外。識別方法としては、納品書及び保証書に「ＴＫＶ－Ｓ３０
(OD)」と明記されている。

(注４) 　　は追加機種



栃Ｆ（安全装置） 

平成  年  月  日 

（社）栃木県トラック協会 

 会 長 関 谷 忠 泉 殿 

 

住 所 

氏名又は名称 

代表者氏名                 ○印 

安全装置等導入助成金交付請求書 

 

 安全装置導入助成金交付要綱第６条の規程に基づき、関係書類を添えて助成金の支払い

請求をします。 

 

１．交付請求額     金                円 

 

番号 メーカー名 装置名 型式 装着日 台数 

１      

２      

３      

４      

５      

 

助成額：20,000 円×    両＝            円 

 

２．添付書類   ①請求書及び領収書の写し ※リースの場合はリース契約書の写し  

②見積り明細書の写し 

         ③装着証明書の写し   

④車検証の写し 

 

３．助成金振込先口座 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀 行 名 銀行

支 店 名 支店

預金種目 普通       当座      

口座番号  

ﾌﾘｶﾞﾅ 

口座名義 
 

 

担当者氏名：        TEL：           FAX： 

 

整理番号 Ｆ- 

 


